
（案） 

堺市議会会議規則新旧対照表 

 

現 行 改 正 案 

目次 

 第１章 総則（第１条－第１２条） 

 第２章 議案及び動議（第１３条－第１８

条） 

 第３章 議事日程（第１９条－第２１条） 

 第４章 選挙（第２２条－第３０条） 

 第５章 議事（第３１条－第４４条） 

 第６章 発言（第４５条－第６０条） 

 第７章 委員会（第６１条－第７４条） 

 第８章 表決（第７５条－第８５条） 

 第９章 請願（第８６条－第９１条） 

 

 

第１０章 秘密会（第９２条・第９３条） 

第１１章 辞職及び資格の決定（第９４条 

－第９７条） 

第１２章 規律（第９８条－第１０６条） 

 

第１３章 懲罰（第１０７条－第１１３ 

条） 

第１４章 会議録（第１１４条－第１１７ 

条） 

第１５章 議員の派遣（第１１８条） 

第１６章 補則（第１１９条） 

附則 

 

 （会期中の閉会） 

第６条 会議に付議された事件をすべて議

了したときは、会期中でも議会の議決で閉

会することができる。 

 

（会議時間） 

第８条 会議は、午前１０時から午後５時ま

でとする。ただし、議会の議決により、又

目次 

第１章 総則（第１条－第１２条） 

 第２章 議案及び動議（第１３条－第１８

条） 

 第３章 議事日程（第１９条－第２１条） 

 第４章 選挙（第２２条－第３０条） 

 第５章 議事（第３１条－第４４条） 

 第６章 発言（第４５条－第５９条） 

 第７章 委員会（第６０条－第７３条） 

 第８章 表決（第７４条－第８４条） 

 第９章 請願（第８５条－第９０条） 

 第１０章 公聴会及び参考人（第９１条－ 

第９７条） 

 第１１章 秘密会（第９８条・第９９条） 

 第１２章 辞職及び資格の決定（第１００ 

条－第１０３条） 

 第１３章 規律（第１０４条－第１１２ 

条） 

 第１４章 懲罰（第１１３条－第１１９ 

条） 

 第１５章 会議録（第１２０条－第１２３ 

条） 

 第１６章 議員の派遣（第１２４条） 

 第１７章 補則（第１２５条） 

 附則 

 

（会期中の閉会） 

第６条 会議に付議された事件を全て議了

したときは、会期中でも議会の議決で閉会

することができる。 

 

（会議時間） 

第８条 会議は、午前１０時から午後５時ま

でとする。ただし、議会の議決により、又



（案） 

現 行 改 正 案 

は議長において必要があると認めて会議

に宣告することにより、繰上又は延長する

ことができる。 

２ 略 

３ 略 

 

（開票及び投票の効力） 

第２８条 略 

２ 略 

３ 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議

長が決定する。 

 

（議案等の説明、質疑及び委員会付託） 

第３４条 会議に付する事件は、第８８条

（請願の委員会付託）に規定する場合を除

き、会議において提出者の説明を聞き、議

員の質疑があるときは質疑の後、議長が所

管の常任委員会又は議会運営委員会に付

託する。ただし、常任委員会に係る事件は、

議会の議決で特別委員会に付託すること

ができる。 

２ 略 

３ 略 

 

（付託事件を議題とする時期） 

第３５条 委員会に付託した事件は、第７４

条（委員会報告書）の規定による報告書の

提出を待って議題とする。 

 

（委員長及び少数意見の報告） 

第３６条 略 

２ 第７３条（少数意見の留保）第２項の規

定による手続を行った者は、前項の報告に

次いで少数意見の報告をすることができ

る。この場合において、少数意見が２個以

上あるときの報告の順序は、議長が定め

は議長において必要があると認めて会議

に宣告することにより、繰り上げ、又は延

長することができる。 

２ 略 

３ 略 

 

（開票及び投票の効力） 

第２８条 略 

２ 略 

３ 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議

長が決定する。 

 

（議案等の説明、質疑及び委員会付託） 

第３４条 会議に付する事件は、第８７条

（請願の委員会付託）に規定する場合を除

き、会議において提出者の説明を聴き、議

員の質疑があるときは質疑の後、議長が所

管の常任委員会又は議会運営委員会に付

託する。ただし、常任委員会に係る事件は、

議会の議決で特別委員会に付託すること

ができる。 

２ 略 

３ 略 

 

（付託事件を議題とする時期） 

第３５条 委員会に付託した事件は、第７３

条（委員会報告書）の規定による報告書の

提出を待って議題とする。 

 

（委員長及び少数意見の報告） 

第３６条 略 

２ 第７２条（少数意見の留保）第２項の規

定による手続を行った者は、前項の報告に

次いで少数意見の報告をすることができ

る。この場合において、少数意見が２個以

上あるときの報告の順序は、議長が定め



（案） 

現 行 改 正 案 

る。 

３ 略 

４ 略 

 

（発言の許可等） 

第４５条 発言は、すべて議長の許可を得た

後、登壇してしなければならない。ただし、

簡易な事項については、議席で発言するこ

とができる。 

２ 略 

 

 （発言の通告をしない者の発言） 

第４７条 発言の通告をしない者は、通告し

た者がすべて発言を終わった後でなけれ

ば発言を求めることができない。 

２ 略 

（発言内容の制限） 

第５０条 発言は、すべて簡明にし、議題外

にわたり、又はその範囲を超えてはならな

い。 

２ 略 

３ 略 

 

（質疑の回数） 

第５１条 質疑は、同一議員につき、同一議

題について３回を超えることができない。

ただし、特に議長の許可を得たときは、こ

の限りでない。 

 

第５２条～第５８条 略 

 

（準用規定） 

第５９条 質問については、第５１条（質疑

の回数）及び第５５条（質疑又は討論の終

結）の規定を準用する。 

 

る。 

３ 略 

４ 略 

 

（発言の許可等） 

第４５条 発言は、全て議長の許可を得た

後、登壇してしなければならない。ただし、

簡易な事項については、議席で発言するこ

とができる。 

２ 略 

 

 （発言の通告をしない者の発言） 

第４７条 発言の通告をしない者は、通告し

た者が全て発言を終わった後でなければ

発言を求めることができない。 

２ 略 

（発言内容の制限） 

第５０条 発言は、全て簡明にし、議題外に

わたり、又はその範囲を超えてはならな

い。 

２ 略 

３ 略 

 

 

 

【削除】 

 

 

 

第５１条～第５７条 略（繰上げ） 

 

（準用規定） 

第５８条 質問については、第５４条（質疑

又は討論の終結）の規定を準用する。 

 

 



（案） 

現 行 改 正 案 

第６０条～第６３条 略 

 

（委員外議員の発言） 

第６４条 委員会は、審査又は調査中の事件

について、必要があると認めるときは、委

員でない議員に対し、その出席を求めて説

明又は意見を聞くことができる。 

２ 略 

 

第６５条～第６９条 略 

 

（所管事務等の調査） 

第７０条 略 

２ 議会運営委員会が法第１０９条の２第 

４項に規定する調査をしようとするとき 

は、前項の規定を準用する。 

 

第７１条～第８４条 略 

 

（表決の順序） 

第８５条 略 

２ 略 

３ 修正案がすべて否決されたときは、原案

について表決を採る。 

 

第８６条～第９１条 略 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５９条～第６２条 略（繰上げ） 

 

（委員外議員の発言） 

第６３条 委員会は、審査又は調査中の事件

について、必要があると認めるときは、委

員でない議員に対し、その出席を求めて説

明又は意見を聴くことができる。 

２ 略 

 

第６４条～第６８条 略（繰上げ） 

 

（所管事務等の調査） 

第６９条 略 

２ 議会運営委員会が法第１０９条第３項

に規定する調査をしようとするときは、前 

項の規定を準用する。 

 

第７０条～第８３条 略（繰上げ） 

 

（表決の順序） 

第８４条 略 

２ 略 

３ 修正案が全て否決されたときは、原案に

ついて表決を採る。 

 

第８５条～第９０条 略（繰上げ） 

 

   第１０章 公聴会及び参考人 

（公聴会開催の手続） 

第９１条 会議において公聴会を開く議決

があったときは、議長は、その日時、場所

及び意見を聴こうとする案件その他必要

な事項を公示する。 

（意見を述べようとする者の申出） 

第９２条 公聴会に出席して意見を述べよ

うとする者は、文書であらかじめその理由



（案） 

現 行 改 正 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及び案件に対する賛否を、議長に申し出な

ければならない。 

 （公述人の決定） 

第９３条 公聴会において意見を聴こうと

する利害関係者及び学識経験者等（以下

「公述人」という。）は、前条の規定によ

りあらかじめ申し出た者（以下「意見申出

者」という。）及びその他の者の中から、

議会において定め、本人にその旨を通知す

る。 

２ 意見申出者の中に、その案件に対して、

賛成者及び反対者があるときは、一方に偏

らないように公述人を選ばなければなら

ない。 

（公述人の発言） 

第９４条 公述人が発言しようとするとき

は、議長の許可を得なければならない。 

２ 公述人の発言は、その意見を聴こうとす

る案件の範囲を超えてはならない。 

３ 公述人の発言がその範囲を超え、又は公

述人に不穏当な言動があるときは、議長

は、発言を制止し、又は退席させることが

できる。 

（議員と公述人の質疑） 

第９５条 議員は、公述人に対して質疑する

ことができる。 

２ 公述人は、議員に対して質疑をすること

ができない。 

（代理人又は文書による意見の陳述） 

第９６条 公述人は、代理人に意見を述べさ

せ、又は文書で意見を掲示することができ

ない。ただし、議会が特に許可した場合は、

この限りでない。 

 （参考人） 

第９７条 会議において参考人の出席を求



（案） 

現 行 改 正 案 

 

 

 

 

 

 

 

第１０章 秘密会 

第９２条・第９３条 略 

 

   第１１章 辞職及び資格の決定 

第９４条～第９７条 略 

 

   第１２章 規律 

第９８条～第１０５条 略 

 

（議長の秩序保持権） 

第１０６条 すべて規律に関する問題は、議

長が定める。ただし、議長は、必要がある

と認めるときは、討論を用いないで会議に

諮って決める。 

 

   第１３章 懲罰 

（懲罰動議の提出） 

第１０７条 略 

２ 前項の動議は、懲罰事犯があった日から

起算して３日以内に提出しなければなら

ない。ただし、第９３条（秘密の保持）第

２項の違反に係るものについてはこの限

りでない。 

 

第１０８条～第１１３条 略 

 

第１４章 会議録 

第１１４条・第１１５条 略 

 

める議決があったときは、議長は、参考人

にその日時、場所及び意見を聴こうとする

案件その他必要な事項を通知しなければ

ならない。 

２ 参考人については、前３条の規定を準用

する。 

 

第１１章 秘密会 

第９８条・第９９条 略（繰下げ） 

 

   第１２章 辞職及び資格の決定 

第１００条～第１０３条 略（繰下げ） 

 

   第１３章 規律 

第１０４条～第１１１条 略（繰下げ） 

 

（議長の秩序保持権） 

第１１２条 全て規律に関する問題は、議長

が定める。ただし、議長は、必要があると

認めるときは、討論を用いないで会議に諮

って決める。 

 

   第１４章 懲罰 

（懲罰動議の提出） 

第１１３条 略 

２ 前項の動議は、懲罰事犯があった日から

起算して３日以内に提出しなければなら

ない。ただし、第９９条（秘密の保持）第

２項の違反に係るものについてはこの限

りでない。 

 

第１１４条～第１１９条 略（繰下げ） 

 

第１５章 会議録 

第１２０条・第１２１条 略（繰下げ） 

 



（案） 

現 行 改 正 案 

（会議録に掲載しない事項） 

第１１６条 前条の会議録には、秘密会の議

事並びに議長が取消しを命じた発言及び

第６０条（発言の取消し又は訂正）の規定

により取り消した発言は、掲載しない。 

 

第１１７条 略 

 

   第１５章 議員の派遣 

第１１８条 略 

 

第１６章 補則 

第１１９条 略 

 

（会議録に掲載しない事項） 

第１２２条 前条の会議録には、秘密会の議

事並びに議長が取消しを命じた発言及び

第５９条（発言の取消し又は訂正）の規定

により取り消した発言は、掲載しない。 

 

第１２３条 略（繰下げ） 

 

第１６章 議員の派遣 

第１２４条 略（繰下げ） 

 

第１７章 補則 

第１２５条 略（繰下げ） 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。ただ 

し、第７０条第２項の改正規定中「法第１０ 

９条の２第４項」を「法第１０９条第３項」 

に改める部分は、地方自治法の一部を改正す 

る法律（平成２４年法律第７２号）附則第１ 

条ただし書に規定する政令で定める日から 

施行する。 

 

 


